
検　算 主務者

から

まで

金 契約者

調査対象戸数　　　　　      26,279戸 路面音聴調査　　   　 　　　42.6㎞

確認調査　  　　　　 　 　　       0.9㎞

業　務　価　格

円也設計金額

設  計  額　　（円）

業 務 委 託 費

財源区分 国　補　・　県　補　・　 市　単 

委託番号

年　 　度

委 託 名

委託場所

消費税等相当額

係長 副務者

委 託 第  　　  号

課　長 課長補佐
予算項目 配水費-委託料 設　計　書

副務者            （職名）氏名

主務者(監督員)（職名）氏名

費　　　用　　　内　　　訳 業　　務　 概　 要

作 成 年 月 日
履行期間

令和８年度 令和8年4月14日

令和 ９年 １月 29 日漏水調査業務委託

秋田地区・国道　８ブロック

弁栓音聴調査　　　　 　　　 42.6㎞調査対象配水管延長　　    302.6㎞

34
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数量 単価 金額 数量 単価 金額

直接業務費 作業計画作成 ㎞ 302.6 単価表第１号

現場下見調査 ㎞ 302.6 単価表第２号

弁栓音聴調査 ㎞ 42.6 単価表第３号

戸別音聴調査 戸 2,627 単価表第４号

戸別振動計測点検 戸 23,652 単価表第５号

戸別振動計測データ処理解析 戸 23,652 単価表第６号

路面音聴調査 ㎞ 42.6 単価表第７号

漏水確認調査 ㎞ 0.9 単価表第８号

報告書作成 ㎞ 302.6 単価表第９号

小計

直接経費 安全費 式 1 直接業務費の３％

宿泊費 式 1 単価表第10号

小計

業務原価 計

諸経費 式 1

業務価格 計

消費税等相当額

漏水調査業務委託費 合計

摘　　要

本委託費内訳書

工　　種 種　　別 単位細別
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ブロック名 調査対象延長（㎞） 弁栓音聴調査（㎞） 路面音聴調査（㎞） 確認調査（㎞） 戸別音聴調査（戸） 戸別振動計測点検（戸）

１  　 金足西 56.6 0.0 0.0 - 238 2,140

４　   飯島西 38.8 0.0 0.0 - 401 3,613

８　　土崎東 50.9 0.0 0.0 - 638 5,743

１０　将軍野東 8.0 0.0 0.0 - 85 763

36　 牛島 36.5 0.0 0.0 - 445 4,008

37   仁井田西 48.9 0.0 0.0 - 538 4,844

41   仁井田東 20.3 0.0 0.0 - 219 1,971

100　国道 42.6 42.6 42.6 - 63 570

計 302.6 42.6 42.6 0.9 2,627 23,652

委託業務内容

3/13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏水調査業務委託仕様書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度  

秋田市上下水道局  

 

 

 

 

4/13



漏水調査業務委託仕様書  

 

 

                        第１章 総 則  

 

 (適用範囲） 

第１条 本仕様書は、秋田市上下水道事業管理者が行う漏水調査業務委託 

 に適用するものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 本仕様書において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該

 各号に定めるところとする。 

 (1) 指示：委託者側の発議により、監督員が受託者に対し監督員の所掌

  事務に関する方針、基準又は計画などを示し実施させることをいう。 

  (2) 承諾：受託者側の発議により、受託者が監督員に報告し監督員が了

  解することをいう。 

  (3) 協議：監督員と受託者が対等の立場で合議することをいう。 

 （監督員） 

第３条 委託者は、調査業務について指示、承諾および協議を行う監督員

 を定めるものとする。 

 （受託者の業務） 

第４条 受託者は、契約の履行に当たっては、業務委託の意図および目的

 を十分に理解した上で、調査業務の諸要素を満足するよう最高の技術を

 発揮しなければならない。 

 （現場代理人） 

第５条 受託者は、調査業務における現場代理人および主任技術者を定

め、所定の様式（現場代理人、主任・監理技術者経歴書）により委託者

に届け出るものとする。 

２ 現場代理人は、契約書、図面、仕様書および現場説明に対する、質問

 および回答書等に基づき調査業務に関する一切の事項を処理するものと

5/13



 する。 

３ 主任技術者は、調査業務を行う上で技術上の管理を行うために必要な

 能力と経験を有する技術者でなければならない。 

 （調査技術者） 

第６条 受託者は、調査業務に従事する技術者を定め所定の様式により委

 託者に届け出るものとする。 

２ 調査技師などは、次の各号に定める職務内容と実務経験を有する者で

 なければならない。 

 (1) 調査技師 

  調査業務および漏水防止対策業務に精通し、業務の総括、計画、立案

 および指導を行い、実務経験を７年以上有する者。 

 (2) 調査助手 

  漏水調査および管路探知などの作業に習熟し、実務経験を１年以上有

 する者。 

（提出書類等） 

第７条 受託者は、業務の実施に当たって、委託者の契約に定めるものの

 ほか、次の書類を提出しなければならない。また、承認された事項を変

 更しようとするときは、その都度承認を受けるものとする。 

 (1) 業務施行届（契約締結後５日以内に） 

 (2) 業務計画書（契約締結後14日以内に） 

 (3) 業務打合簿（事案が発生した都度） 

(4) 漏水調査報告書（随時） 

２ 受託者は調査中、漏水調査日誌を監督員に提出しなければならない。 

３ 指示、承諾および協議は、原則として書面により行うものとする。 

 （調査業務計画） 

第８条 受託者は、調査目的を十分把握して調査業務計画書を作成し、前

 条第１項(2)に定める期間までに委託者へ提出しなければならない。 

２ 調査業務計画書には、次の事項を記入するものとする。 

 (1) 作業内容 

 (2) 作業順序および方法 
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 (3) 作業の工程表 

 (4) 使用機器の種類、名称および性能（一覧表および一年以内の機器検

  査済の証明書） 

 (5) 作業の班編成とその内容および責任者 

 (6) その他参考となる事項 

３ 様式は任意とする。 

 （身分証明書） 

第９条 受託者は、調査実施に先立ち、委託者から調査に従事させる者の

 身分証明書の交付を受けなければならない。 

２ 調査に従事する者は、身分証明書を常時携帯し、漏水調査に関係する

 土地の所有者等の関係者から請求があったときは、これを提示しなけれ

 ばならない。 

３ 受託者は、調査が完了したときは、遅滞なく身分証明書を委託者に返

 納しなければならない。 

 （土地の立入り等） 

第10条 受託者は、調査実施に当たり、宅地（公有又は私有の土地）に立

 入る場合は、あらかじめ占有者に対して通知しなければならない。 

 （現場管理） 

第11条 受託者は、調査に当たり、公衆に迷惑を及ぼさないよう十分注意

 しなければならない。 

２ 受託者は、調査に当たり、地上・地下の既設構造物を破損しないよう

 適切な措置を講ずるものとする。 

３ 受託者は、傷害、火災、およびその他事故発生を未然に防止するとと

 もに、労働基準法その他の関係法規を守り、円滑に調査を行わなければ

 ならない。また、交通安全対策には特に留意し必要に応じてその措置を

 行うものとする。 

 （成果品） 

第12条 受託者は、調査終了後速やかに成果品を監督員に提出しなければ

 ならない。 

２ 成果品の内容については、次のとおりとする。 
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 (1) 漏水調査結果報告書 １部 

  ア 調査概要、方法および使用機器 

  イ ブロック毎の実施数量 

  ウ 漏水調査報告書および漏水箇所の一覧表 

  エ 漏水箇所位置図 

  オ 時間積分式漏水発見器の計測データ一覧 

  カ 調査結果の分析、考察および提言 

 (2) 現場写真 １部 

 (3) (1)オ調査の計測データ波形動画をＰＣ上で再現できるＣＤ-Ｒなど

 （秋田市電子納品運用に関するガイドラインに基づいた電磁的記録媒 

 体）に保存したもの。 

 (4) その他監督員が必要と認めたもの。 

３ 成果品は、すべて委託者の承諾を受けないで他に公表や貸与し、又は

 使用してはならない。 

 （疑義） 

第13条 受託者は、漏水調査業務の実施に当たり、設計図書等に疑義を生

 じた場合は監督員と協議の上、実施するものとする。 

 なお、漏水調査業務の仕様内容についての変更などは、一切認めないも

 のとする。 

 

 

                    第２章  調 査 作 業  

 

 （業務範囲） 

第14条 本業務は、別紙、漏水調査ブロック図の範囲において、漏水調査

 （現場下見調査302.6km、弁栓音聴調査42.6km、戸別音聴調査および戸

 別振動計測点検26,279戸、路面音聴調査42.6km、漏水確認調査0.9km）

 を実施するものとする。 

 （現場下見調査） 

第15条 調査区域の配水管図面と現地の管路および弁栓類などの位置確認
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 を行うものとする。また、管種、埋設深度、地形および調査作業の障害

 の有無なども同時に確認し、調査対象となる水道施設全般を把握し、そ

 の結果を監督員に報告しなければならない。 

 （戸別音聴調査） 

第16条 調査区域内の各戸毎の止水栓および量水器を調査対象とし、音聴

 棒を用いて音聴し漏水音（漏水疑似音）を発見するものである。なお、

 その漏水音発見箇所をスプレー等でマーキングする場合は家屋等に十分

 留意しなければならない。 

 （戸別振動計測点検） 

第17条 調査区域内の各戸毎の止水栓および量水器を調査対象とし、時間

 積分式漏水発見器を用いて点検し、各戸の量水器で発生している振動の

 継続性の割合（積分値）を計測するものである。また、同時に漏水（漏

 水疑似音）を録音データとして集音するものである。 

 （戸別振動計測データ処理） 

第18条 戸別振動計測点検で収集した振動データおよび録音データを波形

 動画として処理ならびに解析するものである。各データは、積分値を１

 秒毎５連続して記録すると同時に、５秒以上振動を録音したものを活用

 すること。 

 （弁栓音聴調査） 

第19条 仕切弁および消火栓などの配水管付属施設を対象とし、音聴棒を

 用いて音聴し漏水音（漏水疑似音）を発見するものである。 

 （路面音聴調査） 

第20条 配水管路について、管路上を漏水探知器などを用いて音聴し漏水

 音（漏水疑似音）を発見するものである。 

 （漏水確認調査） 

第21条 戸別音聴調査などによる漏水音（漏水疑似音）箇所をボ－リング

 バ－又は相関式漏水探知装置を用いて漏水箇所を確定するものである。

 なお、本作業実施に当たっては、地下埋設物に損傷を与えないように十

 分留意しなければならない。 

 （調査確認） 
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第22条 漏水箇所を発見し、かつ確認作業により漏水と判明した時は、路

 上に明示したのち、速やかに連絡および指定用紙の調査票で報告するこ

 と。 

 （機材および消耗品） 

第23条 調査に必要な資機材および消耗品は受注者の負担とし、計器類は

 毎日点検して整備しなければならない。 

 

10/13



別記

個人情報取扱特記事項

（基本的事項）

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに

当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わ

なければならない。

（秘密の保持）

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人

に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除

された後においても同様とする。

（責任体制の整備）

第３ 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その

体制を維持しなければならない。

（派遣労働者など）

第４ 乙は、この契約による業務を派遣労働者などに行わせる場合には、この契約

に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して派遣労働者等による個人

情報の取扱いに関する責任を負うものとする。

（従事者への教育など）

第５ 乙は、この業務に従事している者に対し、在職中および退職後においても、

この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、

又は契約の目的以外の目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関

して必要な事項を教育し、および周知しなければならない。

（適正な管理）

第６ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀

損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなら

ない。

（収集の制限）

第７ 乙は、この契約による業務を実施するために個人情報を収集するときは、当

該業務を実施するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなけ

ればならない。

（利用および提供の制限）

第８ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知

り得た個人情報を契約の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供して

はならない。

（複写、複製の禁止）

第９ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を実施する

に当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製

してはならない。

（再委託の制限）

第10 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務
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を再委託（個人情報を取り扱う業務を第三者に委託し、又は請け負わせる場合を

いい、二以上の段階にわたるものを含む。以下同じ。）してはならない。

（再委託する場合の書面の提出）

第11 乙は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合は、あらかじめ当該再委

託の内容などを記載した書面を甲に提出して甲の承認を得なければならない。

２ 乙は、再委託した場合、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守

させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再

委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。

（再委託する場合の監督など）

第12 乙は、再委託した場合、再委託の相手方に対する監督および個人情報の安全

管理の方法について具体的に規定し、その履行を管理監督するとともに、甲の求

めに応じて、その状況などを甲に報告しなければならない。

（資料などの返還）

第13 乙は、この契約による業務を実施するために甲から貸与され、又は乙が収集

し、もしくは作成した個人情報が記録された資料などを、業務完了後直ちに甲に

返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示

に従うものとする。

（事故発生時における報告）

第14 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずる恐れが

あることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。こ

の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（個人情報の取扱状況の報告）

第15 甲は、乙がこの契約において遵守すべき個人情報の取扱いについて、乙にそ

の状況の報告を求めることができる。

（実地調査）

第16 甲は、乙がこの契約による業務を実施するために取り扱っている個人情報の

状況について、随時、実地に調査することができる。

（指示）

第17 甲は、乙がこの契約による業務を実施するために取り扱っている個人情報に

ついて、その取扱いが不適切と認められるときは、乙に対して必要な指示を行う

ことができる。

（契約解除）

第18 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めるときは、契約

の解除をすることができる。

（損害賠償）

第19 乙がこの個人情報取扱特記事項に違反したことにより甲が損害を被ったとき

は、甲は損害賠償の請求をすることができる。

（注）「甲」は委託者である秋田市上下水道局を、「乙」は受託者をいう。
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平成２５・２６・２７年度漏水調査ブロック年次計画図令和８年度漏水調査ブロック図
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： １金足西、４飯島西、８土崎東、10将軍野東、36牛島、37仁井田西、41仁井田東

１金足西
２中野
３下新城
４飯島西
５飯島東
６土崎港
７土崎
８土崎東
９将軍野北
10将軍野東
11外旭川
12旭川東
13旭川西
14寺内高区
15泉北
16八橋北
17泉南
18向浜
19手形西
20手形東
21川尻
22八橋南
23保戸野
24中通
25駅東北
26駅東東
27駅東南
28大町
29山王
30旭南

31楢山
32割山高区
33割山低区
34茨島
35上北手
36牛島
37仁井田西
38新屋高区
39新屋低区
40新屋東部
41仁井田東
42御野場
43浜田
44豊岩
45御所野高区
46御所野低区
47下浜
48将軍野南
49濁川
50仁別
51和田
52松渕式田南部
53俄沢低区
54俄沢中区
55俄沢高区
56椿川低区
57椿川増圧
58平尾鳥高区
59平尾鳥中区
60竹ノ花

20

26

： 国道

令和８年度 ８ブロック

秋田市給水ブロック一覧

１

４

８

10

36

37

41
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